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事 務 所 だ よ り  

 
 

令和元年８月号 

 

～改正がありますので、申請をご予定の事業主さんは厚生労働省 HPでご確認ください～ 

職業生活と家庭生活の両立支援を目的として、政府は各コースをもって助成金を用意しています。働

き方改革のニーズ増加と事業主側の取り組みはなかなか一致せず、2019年度は昨年度よりも一部要件を

緩和し、利用者促進・増加に取り組んでいます。どのコースもハードルの高い助成金につき利用

事業者はやや少なめですが、制度自体は事業者にとって取組を検討すべきものばかりです。 

１．出生時両立支援コース 

男性従業員も育児休業を取得しやすい職場環境への取組を行い、男性の育児を目的とした休暇の利用者

が出た事業主に支給されます。 

受給額：【57万円（生産性要件を満たした場合 72万円）】／2人目以降は【14万 2,500円】 

主な要件：（１）子の出生後 8週間以内に開始する連続 5日以上の育児休業を取得すること（中小企業

以外は 14日以上） 

（２）男性が育児目的休暇を取得しやすい職場づくりのため取り組みを行うこと。（例：管

理職による勧奨・管理職への研修など） 

 １．介護離職防止支援コース（中小企業のみ） 

仕事と介護の両立支援を目的として、『介護支援プラン』を作成し、プランに基づいた介護休業の取得、

制度の導入により利用者が出た中小企業事業主に対して支給されます。※1事業主<5人/年>まで 

受給額：休業取得時【28.5 万円（生産性要件該当 36 万円）】／職場復帰時【休業取得時と同額】 

介護両立支援制度を導入し、利用させた場合：【28.5 万円（生産性要件を満たした場合 36万円）】 

主な要件：（１）介護支援プランの作成・周知と対象労働者に対する面談の実施 

（２）対象労働者に合計 14日以上の介護休業取得 

（３）以下のいずれか一つ以上制度の実施 

・所定外労働の制限制度 ・介護のための在宅勤務制度・時差出勤制度  

・法を上回る介護休暇制度・深夜業の制限制度 ・介護のためのフレックスタイム制度 

・短時間勤務制度 ・介護サービス費用補助制度 
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１．育児休業等支援コース（中小企業のみ） 

仕事と育児の両立支援を目的として「育休復帰支援プラン」を作成し、取得し、復職した場合に支給さ

れます。※2人まで／他復帰時上乗せ加算要件あり 

受給額：休業取得時【28.5 万円（生産性要件を満たした場合 36万円）】／職場復帰時【取得時と同額】 

主な要件：（１）【育休復帰支援プラン】を作成し、周知すること 

（２）プランに基づき休業を実施し、3ヵ月以上の育児休業を取得 

※代替要員を確保した場合【47.5万円】別途支給要件あり 

 

１．再雇用者評価処遇コース（カムバック支援助成金） 

妊娠、出産、育児、介護または配偶者の転勤等の理由で退職した従業員が、復帰し、

適切な評価を実施して採用（再雇用）した場合に支給されます。 

受給額：【38万円（生産性要件を満たした場合 48万円）】 

※2019年より配偶者の転勤も対象となります。 

～お遍路にて・・・第 151回～  
 

  今年は例年に無く日照時間の少ない梅雨が続きました。

しかし、どうしたことでしょうか、梅雨前の５月下旬に全国

で異常高温があり、北海道帯広で３８度を超えたというニュ

ースには驚きました。帯広には有名なガーデニングがいくつ

かありますが、春の花が「熱風」によって枯れてしまったそ

うです。梅雨前の異常高温で、今年も近所にある公園の紫陽

花が咲き揃う前に日焼けしてしまいました。そして、野も山

も、人間様も日焼けする真夏がやってきました。日焼けした

広葉樹は綺麗な紅葉にはなりません。１年一度にしか巡ってこない楽しみを、あと幾度見られるのかを

意識する齢になりますと、とても寂しい気分になります。 

  

 今年のゴールデンウィークは最長１０連休になりました。四国の遍路道には、

その連休を利用して歩いているお遍路さん達が沢山おられ、特に若い方が多か

ったようです。 

 ４月２７日から５月２日にかけ、初参加者が２名おられましたので、徳島の

一番札所霊山寺から歩き始めました。総勢５名。永くお遍路を供にしている「愚

者」、鹿児島からの初参加者で生真面目過ぎる「H 氏」、そして先月号に登場し

託麻三山を歩いた「総代」。ひとり女性の参加者で「愚者」と大人の関係である

「愛人」・・・これまで多くのすがすがしい「気づき」を

頂いたお遍路が、これからどのような不埒な出来事になる

か？ 

 これから二度と愚者とはお遍路に行かない、行きたくな

い、という思いを強く持っております。これからの記事は、一緒にお遍路に行った

方々には読ませるわけにはいきません。 

心ある読者の皆様だけに、こっそり、時にはモザイクをかけて次号よりご報告い

たします。 


